
第 2号様式(1)―①

(単体発注 。事後審査型 )

那覇港舌延組合一般競争入札公告第38号

地方自治法 (昭下B22年法律第67号)第 234:条 第 1項の規定に=k吟 、 卜般競争入札 (以下「入
=L」

という。)

を次のとおり実施する。

令和6年 9月 6日

刃卜鞘港管即糸h合管理者 工城

i 入本と鷺付する事項

(1) 務 名業 新港手頭 14号岸壁背後土賞司∬査及び設計業務委証 彼6)

(2) 履 行 場 所 】:覇港薪港おゝ頭地区

(3) 業 務 llヽl容 新港らゝ頭14号 ナ.^:盤背後用蛇tこういて上質訓会及び設計を41う し

騒 行 期 間 契約締結 日の翌 日から令和7年 3月 25調 衰で(4)

(5) 設 計 金 額 45,188,000円 (4地込)

(C、 ) 資 格 審 査 方 法 事接審査型 ※本業務は、競争参珈養格の審査を入なし執行後 tこ 行 うち

(7) 最 l氏 制 限 価 格

本人札案件は、最低綱般価格が設定さ胸フているため、最低純殷仙格米瑞の人札者は

藩本と者となることができない。
※「謝

`覇
港管理祉合が発注する建設I事等に係る最低制限価格取扱要鋲」

(https://1lahalD(rrt.こ こD/もusttness/contract/)

(8) 適 瀬 す る 技 術 者 半 価
令和6年 3月 設計業務
姿託等技術者単価

澳本業務の予定価格は々記に示す設計業務委託等技術者単価
を適用して積算しており、人札参力欝者は同辛価を適用して見

積りを行い入
=と

すること.

本業務は、議会の議決に
～

―
すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条側第 2条の規室 :こ基づき、議会の同意の議決を要す

るため、碁札決定後態板契約を締結 t▽′、議会の同意の議決を経

て通知 したときに本契約 となるど

議会議決

準備手続き
(予算成立前)

本手続きは、次年度当初 (補正)帝算成立を前提とした年度引

始 (予算成

“

)前からの準備手続きで准)り 、予算成立後に幾力
を生じる事業であるの従つてヽ議会において当初 (補正)千算

案がな汎された場合は、契約を締常 しなとヽcまた、次年度当初
(補正)予算成立後においても、朝庫:文 閣金に係る交付中講等

lブ_)手続きの関係

“

it入札を延弾:する場合が茂)る 。

準備手続き

(交付決定錨)

本手続きは、国庫支出金に係る予算使用を由提とした事説準備

手続きであり、交付決定後に効力を生 じる事業である。従つ

て、交付中譜等の手繊きの関係 と、入札を廷理する場合があ

るご

準備手続き

(繰越承認前)

本手続きは、議会とこおける暴越承認を前提 とした事前準備手続

きであり、議会承認後に義力を生 じる事業であるぅ従つて、議

会において本業務に係心予算の繰越承認が否☆さ漱,た場合は、

入札を廷理又厳中 fとすることがある。また、予算の繰魃承認後

においても、襲車文出金 tこ標 る繰越 (翌償)手続きの関係上、

入|し を廷理する場合がある.

債務負担オj【 為業務
本業務患、債務魚担打為に係る契約の特貝1の適痣を受ける業務
である。

(9)

そ の 他 適 用 の あ る

法 令 、 制 度 等

(※本案件は、右表の う

ら、Or日 を付 した細度等の

適用がある。 )
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必 入オと参プJ目 資驀

次に定める要件をすべて満た と/て いる有資格業者であることっ

業
務
実

績

(1) 業 徳 区 分 圭ホ Fメ
'写 係コンサルタン ト

那覇港管理経合のミJ最・建設コンサルタン ト等業群録業

若名簿 !五弟いて、左記の登禄を有するもの。
(2)

晨u量・建設 ■1ンサルタン ト

準大札参加資格本簿華録年
度

令和6こ 7年度

(3) 登 録 業 種 港湾及び空港

(1) 地 方 治法 167 6ゆ 4 とン 予ヽ る こ

(5) 入札 日から当該委託の落札決定瞬までの関|と おいて、那覇港管理糸躍台の指峯件 ti撻
:置 を受けていないこと。

(6)
会社更生法に基づき更生手続き開始の学立てがなされているで又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立

てがなされている者 (手続き開始の決定後、入札参れ資格の再誌定を受けている者を除く。)ではないことc

(7)
答峯当局から、暴力翔員が実質的tこ 経営を支凱する建設業者又tiこ れに準ずるものとt/て、那覇港管輝組合発

注工事等からの排除要譜があり、半該状況がネ睦統 している者でないことc

(8)

人札」こ参細 t´ よ́うとする音の間に以 下の基準のいず孝1,かに該当する報係がないことf.

なれ、以下の関係が麦)る 場合に、辞退する者を決めるために当事者聞で連経を取ることは、那覇港管瑾組合競争

装約入札心得第 3粂第 2項の規定に抵触するものではない。

ア 資本蒟係
なのいず漁すかとこ該当する二者あ場合c

(a)子会社等 (会 社法 (平成 17年法律第86拳)第 2条第 3号の 2に規定する子会社等をいうf以下即じぃ)

と親会社等 (同条第 4〆ジ02:こ規定する親会社等をいう6以 下真じ6)の 関係ここある場合

(b)親会社等をHじ くする子会社等齋上の関係にある場合

イ 人的関係
次のいず胸ノかそこ該当する二鷲の場合Gただとッ、 (a】 については、会社等 (会社法施行規則 (平求 18年法務

省今嘉12号)第 密条第 3項第 2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法 (平成生:午

法律第E25号 )第 2条第 4撃 に規定する再生手続が存続中の会社等Xは史生会社 (会社吏生法 (平成14年

法律第154号):第 2条第 7項とこ規定する更生会社をいうづ)でれ)る 場合を除く.

(a)方の会社等の役_員 (会社法施行規員む第 2条第 3項第 3与^に ,見定する役盈のうち、次に掲げる者を
いう。以下同じと

'ん

ミ、他方の会社等の役員を現に兼枠てヒヽる場合

1)株式会社の取締投。ただとン、次に掲tずる者を盗メ

0会社法第2条第 11号の2とこ規定する監査等委員会設置会社におけも監査等委員である取締役

O会社法第 2条第12サに規定する指名委員会等設置会社における取締役

e会社法第 2条第15号に規定する社外取締役

④会社法弟348条第 1項に規定する定款に別段の定めがある場合ここより業務を執をしないことと

されている取締役

2)会社法第402条 に規定する指名委員会等設世会社の執令f役

3)会社法第575条第 1項に規定する持分会社 (合ネ会社、合資会社又
'ま

合同会■をいうラ)の社員

(同法弟590条第 1頭に規定する態款に別段の荘めがある場合により業務を執4r tン ないことときぷ′

ている社長を除く。)

4)組合の理事

5)その他業務を執行する者でれ)才 ノて、 譲)か ら4)までに掲げる者に準ずる者

(わ)方 の会社等の役員がく触方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第 1項〔′ラ規定に

より選任された管財入 (以下単に管財入というc)を現に兼ねている場合

(c)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財入を現た業ねている場合

ウ 控の他の入札の適下さが阻害されッると認められる場合

組合 ()埠祠と業体を含むし)と その構成員が扇 ‐の人本とに参珈 している場合その他上記ア又|ま イと同視
しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合「

(9) 地 域 要 件
那覇市、浦漆市、糸満市、建見城市、,南城市、南風原町、メモ童瀬町、与那採町、宜野湾

市、面原則内電本店があること6

象  期
歯 平成 16年 4月 注日 左記の期間為塩 下記の対象業務を諦負い、完成・じf渡 しが

完了した業務実績を有するこ井
至  令和6年 9月 24騨

対 象 委 託 港湾 (漁港を含む〕又はれ岸における地雉改良又は軟弱地峠対策の設計

(10)
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(11)

配
置
予
定
技
術
音

備 考

次に掲げる要件を満たす普理技術者を当該業務に吼断することができること◆

ア 下記のいずれかの資格を有すること.

③使行士 (総合技術監理喜iF写 (建設))又は (建設剖
`ド

1(港湾及び空港))
②RCCM(港 湾及び空港〕
な弟、平成 13年度以降の技術十試験合格者の場合には、7年以上の実務経験を有し́た

うえで業務に該当する謀調に4年以 li従事していること.

イ 管建技術者において:i受注者 と直接的な足用関係にあること。

(12) 取 抜 け 案 件

以下の業務を落札 した者燃、本業務の落札者となることはできないぃ
。該当無と/

3 設計図書等の霊布、賀聞及ぴ Fロヨ答

4 奮格確認 申諦幕等の提出

設 計 図 書 等 の 西とれ

却〕 聞 鮮]令 和6年 9月 6ド  (仝 ) 至 令和6午υ月24瀾 (火 )

配  布  方  法 那覇避管理糸L合ホーエペ‐ヽジにて配布する。 (https1/1nallapヶ t.j,/)

配 布 場 所 ・

問 い 合 せ 先

那覇市女邑堂 llfr 2撃争1 零   3隣皆

ガh薪港管理組合 総務部 総務課 財務班

員三言語  093-363-2573

質 問 ,回 答 期 閲 等

(1)入 札・契約手

続 に関
‐
する こ と

那覇耐f通常冒r2善 1零‐ 3暗

那朝港管理細合 総務部 総務課 彫務班

電言舌  098-8GⅢ 3-2573     FAX  O'3-868-2f】 _99

(2)と 記 (1)以 外

に 開 す る こ と

那覇市i邑 11‖〕9番 1号  必港

那瑶港管〕`li細 合 企画建設引; 計画建設謀

電話 098工863-0336

提 出 期 間
当 令和6年 9ヴ奪S層  (金)  ～  至 令下H6年9月 長9日  (木 ,

上記理闘の土日及び祝日を除く毎日、O時から生7時までc

提 出 場 所 上記 (1)tこ 同 じc

提 出 方 法 電送 (mx又撤メール (soumu_nlusatsuOnahap6rt,jp))又は持参

回 答 方 法
男h薪港管理組合ホーム′く―デ (htとキぅs1//1)ahapolヽ t..,1)/)及び上記 (1)と こ

おいて、以下分理門、閲覧に供する。

同 笞 期 間
園答 日から  令下H6年9月 26日 (木) まで

ti記期間の土 輝及び視 博を除く毎 日、 9時から17時まで.

資 格 確 認 中 請 書

ホ競争の参カロ希望者は、次の書類を理限内に提出すること.

なお、期限■でに提出がない場合、本競争に参句rすることができないと

提 出 書 類
0-般競争入本と参加資格確認中請書 (第 3号様式)

0返信え吉|イ白 (人ホと結果i邑角B用 律4円 切手貼付),

提 出 期 間
自 令不B6年9月 6日  峰 ) 五 令和6年 9月 写4博  (大 )

上記森瑚の上 層旋び机 日を除く毎 日、 9博かヽlS時まで,

提 出 場 所

那覇市通生町 2香 1号  割磐

ガh朝港管理組合 総務部 総務課 貯務コ1

ロヨ言語  093-363-2573

縫 出 方 法 持参又は郵送 (・般書翻もと/く な簡易書留)

提 出 部 数 1謝
`

1蓬ag:二Ⅲと!宮ξぞ拿写::怠材ビ,Eどと,こうとrぢ1言
サ懇人  札  方  法

類
|

①入札妻

Θ業務費内訳書
提  出 書

5 入札手続 き等



肥 造 指 定 日

(入 札 国 )
令和6年 9月 26瀾  (本 )

宛 先

〒9000035  ガh朝 廿f通宝厨
J‐ 2香 と号

那薪港管理組合 総務謝; 総務諜 財務班

電話番 サ 098-368-2573

入 札 書 tこ 記 載

す  る 金 額

落札炎定とこあたつては、入札書とこ記載された金額に当該金額の上00分の

10に相当する額を力に算 とンた金額 (当該金額 iこ 1「]未満の端数があるとき

ユま、その端数全額を切 り捨てた金額)を もつて藩礼価格と士るので、入

札者は、消費税及び地方消費税ここ係 珍譲税事業者で鹿)る か免税事業者で

れ)る かと問わず、見積もつた契約希望全顎のと10分のと001こ 相当する全額

を入本と書に記載すること。

入 札 に 問 す る

注 意 事  項

∵ 入本と書のくじの数宇 (任意の数宇 8桁)は共同額くじ抽選が発生とン

た場合とこ使用するため、必～

'・

記入すること。
イ 配達指定日以外め層に用いた人札壽業び業務内訳暮i4、 受理とな

予ヽ 命

ウ 人札壽の 日付は、開札 日を記入することり

業 務 費 lテ lヽ訳 書
の   提   出

/第 1匹 ヨの入札に際 t_′ 、入札書に記載される入本と金額に対応と_´ た業務

費内訳書 〔様式白当)を提出すること。
イ 業務費内訳書には、4=成年月日、項日、員数、単価及び金額を明ら

かにし、商号・又は名称並びt鼻仁所を記載することの
ウ 業務費7ヽl訳書に1オ 、代表者尊を押尊すること。
工 管理者 (こ れヽの若の補助者を含など)は、提出さ沖メた業務費,ぬ 訳

書について説期を求め/っ ことがある。

入  札  の  無
本公告とこ示 こ_´ た競争参雄資格のない者の t_′ た入札、資格確認申請書等ここ虚鶴の記載を t,′ た

者のし:た入イL及び人札に欝する条件に進反した人札は、無効とする。

資格確認中講書の提出後、都合により人札を辞選する場合は、開本と即時■でに人札辞遺濡

を提出
‐
すること。            

イ

また、落札決定までy)間 に他の業務を落春としたことtこ Jtり 配世予定技術者を本業務に血世
することができなくなったときは、直ちに隷告すること.当該報告がなく、本人札の手続き
が募札決定攻で至つた場合、指名停止措輩要額に基づく指名停止を在,う ことがある。

札 の 辞 選

ア 落札候補者がいない場今は開札後直ちに再度入札を行 うので、再度入札とこく)参加する

場今は、蘭札時点から立ち会 うことど初度の謝本と時に立ち会わない参力輝者は再度入

札を群退 したものとみなと/、 再度入札への参加を認めない。  ′

イ 代却人が入札する場合は、人札を4,う 殊に姿任状及び農この鶏J鑑を持参すること。

ウ 萎任状には、業務名を記入
‐
|‐ ることも

工 再度人札参加者叉は ,司 度人本と参力‖者の代理人は、当該入札に対する他の再度人本と参

力目者の代選をすることはできない。          ｀

オ 再度入札は、1日のみとする。

み の

入  札  期  用

6  開本と

開    本L    日 輯 令和6年 9月 宣7欝  (金) 10:00 ※入札普の日付

芳る 理組合 2階大会議卒

札   場 ※入本L者とま、開本しとこ立ち会 うことができる (書 入́札に参加する場合は、開札時点から

立 ら会 うことf)さ
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7 資格確認資料、/ア )提出と競争参ブJ躍資格の審査

落 札 候 補 者 の 選 定
及 び 事 後 審 査 の 実 施

開札後、洪札者の決定を無留 し、予定福幣の範霊内で有効な最低の価格をもつて入札を

行つた者 (以 下「落本と候補者ことい うど,角 うゝl要 に競争参力着査格の審会を行 うど落札候補者

は、期限までに資格確認申請書等を提出しない場合、競争参力「資′r各 がないものとする。
なお、暮札侯結者 tミ上位から順に 3者 (上杢1の者 と同額の者が複数いる場合 :ま この眼 りで

はない。)を決定 と_´ 資格確認資料を求めるが、適格者が確認できた時点で、次順位以降の者
の競争参力梓査格の審査 tま行わないものとする。

i逸    女ド    日 令和6年9月 27日  径 )ヽ 才:oo 表で (予定)tミ 斉1象業苛あて通知する。

提 出 期 限 令和6年 10月 lH(火)15100 まで

提 出 書 類

0理置T′ 定技術者の資格等 (様式 1)

② 業務実績 (嶺式 2)

0資棒確認中講書 〔締3;様式,い資格確認の各項目に記載tン た必要書類

是  出 部  数 I幸ヽ

提 出 方 法 原則ミ村参

提   出   先

〒,000035  ぷ幸 r行通士「子
‐
2‐藩1サ

那覇港香理率乱合 総務部 総務課 財務班

電話驀 岩イ 098-363-25秘

競 争 参 加 資 林 の 確 認

競争参力熙狩格弘》確認は、聞札後、中請帯等の提腕期践立)隠 をもつて行 うt)の とし、そブ)結

果 :ま 以下の 日までに普面により過匁1す る.       :

令下「6年 10月 4日 (金 )(予定】

なお、暮札侯補者について洸争参方に資格が確認され′適格者であることが確認できた場合

!ま 、落本と者決定遇知をもつて資格確認結果の通矢「に代えるものとする。

志 札 者 の 決 定 方 法
事後審査の結果、落札技補者が競争参力擁査格を満たしていると確認 した場合は、当該落札

候補者を落
=と

者 とする.ま た、その結果は、全入
=し

参丼者に通姉する.

競争参力Л資格がないと認め

られた者がその選出に姑 し

て 不 服 が あ る 場 合

競争参考艇資格がないと認めら承′た者は、管理者 ,こ対 とッて競争参方H資格がないと認めらぷ′た

nl・ について説明を求めることができる。         .
管理者は説ワ〕を求めと・孝1ィ たときは、苦情を中し立て期限の望 日から起鋳:し て 5日 以内 (体

日を除く)に説明を求めた者に対 し、書面により回答するし

提 出 期 限
競争参方「資格確認締:呆の過撫1を行つた日の翌日から返算して5日 以内
(休 日を除く)と する。

提   出   先 ガト覇港管理組合 総務報と 稔務諜 財務班

提 迅 方 法
帯面 (様式白山)を持参することc郵送又は竜送 (メ ールや敵X)ここよ

る t)の 燃受け付Ⅲすない。

本 人  札 に 係

資 料  の 取 扱

る
学ヽ

ア 査格確認申議書等イプ)作成kび提出に係 る費用は、提出者の負担 とする。
イ 契約ヤ1当 者は、提 l十 された資′再各確認申請書等について、競争参加資裕わ確認以外に

提出者に無断で伎漣 とンないc

フ 提十1さ れた資格控認申詰書等嫌、返郵 士_´ ないc

工 提出蒻改内に銀 り、査格確認中議書等の修正(差 し替え、地力日、再提出を謡めるさ
オ 撮 l十 鶏眼を過ぎた場合、資格確認申請書等は受け付けない。
力 螢格確認中講書等の受却後、書類内本を審本 とン、書類の記載鵜簿R′や添付濡ぷ′等が

あつたf場合ユま競争参力「資幣無 ととなり、落札者となることはできない。
キ 査格確認申議書等に達偽の記載をした場合、指名俸 止措雄要領に基づく指名停上 、

なイ〒うことみミ左)るぅ
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感 入孝と保証金及び契約保証金

入  札  r無  証  金

入札保証金の企額等は、乱全又 tま管Fll雑 が確実 と認める有価証券等をもつて見積る契約金

額のtOO分 のる以 とを納付するものとする。ただ t´′、次のい
~|→

れかに該当する場合 !ま、入札鰈

証金の納付を免鍮するじ
ア 保険会社を¢弱ここ組合を技保険者 とする入

=と

択証保険契約を締結 t/た とき.

イ 爛 (独立行政去入含4F。 〕又 :ミ 地方公共朝体とその種類及び規模をほ:ギ 同じくする契

約を締結 こ́′た実績を有 ↓、これ らの うち逓芸 2首年の間に城行期限の,!業 t_′ たritt Lの

契約を全て試実に履行 した者ど
な熱、次の者は入

=と

に関する条件に違反 したものとして、その入札を無効 たする.

(1)制限までに入▲と倶証全の魏付、若 しくtま索

'1付

に代わる li祀 7、 イのいず章Rrか
'こ

係る

書類の提出のない者
(2)人札操証金砿〉金額等が上記の条件に満たない場合

(3'入 |し保越金等の納付等に係る普数に不備があつた場合
ミた、 …麦提出さ承′た人札保証全の羊

'1付

等の変更 :ミ できない :ぅ のとする。

%人札保証金を免鍮した落春と者が契為を結ばない場合、損害賄償金として、入本L金類に
消費税及び地方消費税を力「えた額の1()0分の6を郵覇港管理組合に納付 tノ なければならな
ヤヽc

※イここより入本L律乱L金の免除を受ィlる 場合は、様式 「地方公共団体等契約状況確認Jを
提出することご

提 出 期 限 令和6年 9月 25爾  は )17!00 まで

提 出 先

〒900-0035  謝卜朝耐f通監町 2朴 1;
那覇港管理粋H合 総務部 総務課 請務班

電話器号 0988682578

人 札 保 証 企

(現 金 納 付 )
提 出 方 法

ア 「入札保証金締付書発行依頼書」を持参すること :
※要事前連絡

イ 綱 合が発ぞ子する納入通却書によ珍金融機司で保れと金を

納付 し、領収書 (写)を上記期眼表で:二提鎧するこ

と.、

入札保証保険証券・八

札際Fi書・地方公共団
体姜契約状況確認資料

提 出 方 法
持参又は到

`送
(蛇注が確認

‐
できる方法に

‐
て送付するこ

と)

保 険 期 間

保 証 判 問
誨本監日んゝ ら£か月とを育

~る
も

有 価 証 券 等
受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当諜まで連絡

することc

契 約 保 証 企 免除 (那朝港管却組合契角規剛第 4条弟 1項第 9岩^に よる)

9 の

配 耀 予 定 技 術 者
の   確   認

落本L決定後、テ″ジス等により配熾予定技術者の実績ここ関する連三の事実等が確認された
場合、妥約を結ばないことがある.

なお、茄気・1至亡 。進職等の場合でやむを得ないたとンてよ認さ津R′ た場合の外は、資格確認
申請書等の差誉走難譜められないc

病気等の特斑な理由によりやなを鶴ず百こ世予定技術者を変更する場合は、 2に掲げる基準
を浦たし、かる当初の配置予定技術者を同等以 との者を礎置しなけれtヾならない.

説   金   払 契約金額の30%以内

支 払 条 件

詢;  分   払
適票み り

＼募
`薪

港管理組合契約規員1弟 4:k条 の規定回数の樋却内

契 約 締 結 時 期
木業務に係る契約は、落札者の決定後、 7日 以内に締絆iす る。ただし、管ナlll者 が特に帝子

したときはこの眼 りでなない。

講 負 代 金 等 の 変 更

本業務の契約締結後、本業務の業務萎託準:を変更協議する場合及び本業務と麗連する業務
を本業務受注者と鑢意契約する場合、変更協議又は関連する業務の予定他格め算定は、本業
務の請負比率 (当初契約額■当初設計鎮)を変更業務価格または関連業務の設計顎に乗じた

額でイ〒うの

入札参珈者は、那駆港管理相合競争入札心得、土本設

'I業

務等萎託契約普及び仕様書を熟

読 し、これを蓮守すること゛

等

項

者

事

加
守

参Ｌ
連

■Ｔ入

の
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